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篠山市屋外広告物条例の手引き 

１３．その他の事項 
 
（１）管理義務(条例第１９条) 
 掲出者や管理者は、屋外広告物の補修、その他必要な管理を怠らないようにして、良好な状態に保持

しなければなりません。 

◆管理者設置届等（条例第２０条・２１条） 
・市長の許可を受けた屋外広告物を掲出する場合は、必ず広告物の管理者を置かなければなりません。 

・管理者を設置した場合は、遅滞なく市長に屋外広告物管理者設置届を提出する必要があります。 

・掲出者に変更があった場合や管理者等が氏名や住所を変更した場合も、遅滞なく市長に屋外広告物

表示・設置者（管理者）変更届を提出しなければなりません。 

 

（２）広告物等の除却義務(条例第２２条第１項) 
 屋外広告物の掲出者又は管理者は、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、当該広告物を除却し

なければなりません。 

 ①許可期間が満了したとき 

 ②許可が取り消されたとき 

 ③広告物の掲出が必要でなくなったとき 

 ④経過措置期間が経過したとき 

◆除却等の届出（条例第２２条第２項） 
屋外広告物を除却した場合は、遅滞なく市長に屋外広告物除却（滅失）届を提出しなければなりませ

ん。 

 

（３）措置命令（条例第２３条第１項） 
 条例の規定に違反する屋外広告物については、その掲出者や管理者に改修、移転、除却などの是正措

置を求め、これに応じない場合には強制的に撤去することがあります。 

 

（４）違反の表示等（条例第３６条） 
 市長は条例や条例に基づく許可に付した条件に違反した屋外広告物に、当該広告物が違反した旨を表

示することができます。また、広告物の掲出者や管理者が条例や条例に基づく許可に付した条件に違反

した場合は、その内容について公表することができます。 

 

（５）罰則（条例第３８条～第４１条） 
次のような場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇市長の改修、移転、除却などの命令に違反したとき 

◇許可が必要なのに許可を受けなかったとき 

◇禁止されている地域や物件に掲出したとき 

◇屋外広告物管理者設置届等を提出しなかったとき など 


